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５  工 場 ・ 指 定 作 業 場 等 

(1) 事 業 者 の 責 務 

事業者の環境に対する責務と努力義務は、東京都環境基本条例第６条において、

つぎのとおり定められています。  

・ 事業者は、事業活動を行うにあたっては、環境への負荷の低減に努める と と も

に、その事業活動に伴って生ずる公害を防止し 、又は自然環境を適正に保全す

るため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する 。  

・ 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されるこ

とによる環境への負荷の低減に資するために必要な情報の提供に努めなければ

ならない。  

・ 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、そ

の事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されるこ とによる環境

への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよ う努めなければならな

い。  

・ 事業者は、その事業活動に関し 、環境の保全に自ら努める と と もに、都又は区

市町村が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する 。  

また 、東京都環境確保条例第 4条において、環境行政施策への協力義務が定

められています。  

・ 事業者は、その事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減および公害の防止

のために必要な措置を講ずる と と もに、知事が行う環境への負荷の低減及び公

害の防止に関する施策に協力しなければならない。  

・ 事業者は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために従業者の訓練体制その

他必要な管理体制の整備に努める と と もに、その管理に係る環境への負荷の状

況について把握し 、並びに公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視し

なければならない。  

特に、有害化学物質が区民の健康に直接影響を与える恐れのあるこ とから 、事業

者等へ新たな規制がなされています。  

 

 

汚染された土壌から有害化学物質が大気中に飛散し 、 または土壌汚染に起因する

地下水の汚染が人の健康に支障を及ぼすこ とを防止するため環境確保条例によ り 、

土壌汚染に関する規制が平成13年から施行されています。条例では、26種類の有害

化学物質のいずれかを現在または過去に使用している工場 ・指定作業場の設置者に

対して、建物の除却または事業所の廃止時に 「土壌汚染状況調査報告書 」 を提出す

るこ とが義務付けられています。平成18年度は、11事業所から報告書が区へ提出さ

れました。工場 ・指定作業場に該当するしないに関わらず、3000㎡以上の土地の改

変を行う場合には、土地の履歴を調査し 、土壌汚染の可能性がある場合に調査を行

い、東京都へ提出するこ とが義務付けられています。  

また、平成15年に土壌汚染対策法が施行され、水質汚濁防止法における有害物質

土壌汚染に関する規制 
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使用特定施設の廃止から 120 日以内に、土地の所有者が、 「 土壌汚染状況調査結果報

告書 」 を東京都へ提出するこ とが義務付けられています。 また、汚染されている地域

を 、指定区域と して指定される場合もあ り ます。練馬区内にはH19年 3 月現在指定区

域は一件であ り 、 ク リーニング工場跡地で、 ド ラ イ ク リーニング用溶剤が検出されま

した。  

環境確保条例、土壌汚染対策法のいずれも 、汚染土壌処理基準 （※別表参照 ） を超

えた場合、汚染の浄化や拡散防止措置等を行う義務が課せられるこ とにな り ます。  

昨今は、不動産業者等から土地に関する履歴についての問い合わせがあ り 、情報提

供を行っています。  
 
 ●汚染土壌処理基準 
№  基 準 値 

 
有 害 物 質 の 種 類 

溶 出 量 （ mg/l)  含 有 量 （ mg/kg)  

1  カ ド ミ ウム及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

2  シ ア ン 化合物 検出 さ れ な い こ と 遊離 シ ア ン と し て 50以下

3  有機燐 ( り ん ) 化合物 検出 さ れ な い こ と -  

4  鉛及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

5  六価 ク ロ ム化合物 0.05 以下 250 以下 

6  砒 ( ひ ) 素及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

7  水銀及びその化合物 0.0005 以下 15 以下 

8  ア ルキル水銀化合物 検出 さ れ な い こ と -  

9  ポ リ 塩化 ビ フ ェ ニル 検出 さ れ な い こ と -  

10  ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン  0.03 以下 -  

11  テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 0.01 以下 -  

12  ジ ク ロ ロ メ タ ン  0.02 以下 -  

13  四塩化炭素 0.002 以下 -  

14  １ ， ２ －ジ ク ロ ロ エ タ ン  0.004 以下 -  

15  １ ， １ －ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  0.02 以下 -  

16  シ ス－1,2－ ジ ク ロ ロ エ チ レ ン  0.04 以下 -  

17  １ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 1 以下 -  

18  １ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 0.006 以下 -  

19  １ ， ３ －ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン  0.002 以下 -  

20  チ ウ ラ ム 0.006 以下 -  

21  シ マ ジ ン  0.003 以下 -  

22  チ オ ベ ン カ ル ブ 0.02 以下 -  

23  ベ ン ゼ ン  0.01 以下 -  

24  セ レ ン 及びその化合物 0.01 以下 150 以下 

25  ふ っ 素及びその化合物 0.8以下 4000 以下 

26  ほ う 素及びその化合物 1 以下 4000 以下 

 

  ●不動産業者等への情報提供件数 

 

年度  16   17   18  

不動産業者等への情報提供件数  646  1053   1318  

 

 

化学物質の適正管理を進めるために、化学物質を取り扱う事業者の取り扱い状況を

調査し 、その使用量等を正確に把握するこ とが必要です。  

環境確保条例によ り 、化学物質の適正管理に関する規定が平成13年から施行されて

適正管理化学物質に関する届出 
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います。条例では、58種類の有害な化学物質 （適正管理化学物質※別表参照 ） のいず

れかを年間 100kg 以上取り扱う工場 ・指定作業場の設置者に対して、使用量や環境へ

の排出量等の報告 （ 「 適正管理化学物質の使用量等報告書 」 ） が義務付けられていま

す。平成18年度は、自動車塗装工場、印刷工場、 メ ッキ工場、 ド ラ イ ク リーニング

店、ガソ リ ンスタンド等 114 事業所から報告書が提出されました。 また、 これらの中

で従業員数が21人以上の事業所は、化学物質の管理方法を記した 「 化学物質管理方法

書 」 の提出が義務付けられています。平成18年度は、 2 事業所から方法書が提出され

ました。  

また 、化学物質の使用量が多い事業所は、 PRTR 法 （ 特定化学物質の環境への排出

量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 ） の対象とな り ます。 「 ①法律で定め

られた業種、②事業者全体の常用雇用者数が21人以上、③ 354 化学物質のいずれかを

1 ｔ / 年以上使用している 」 を全て満たしているこ とが要件になり ます。届出書は東

京都へ提出するこ とになっています。  

条例 ・ 法律のどちら も 、データを集計した上で公表されるこ と となっています。  

N o .  物 質 名  
Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法

（ 第 一 種 指 定 化 合 物 ）
1 ア ク ロ レ イ ン 8 （ 政 令 番 号 ）
2 ア セ ト ン 対 象 外
3 イ ソ ア ミ ル ア ル コ ー ル 対 象 外
4 イ ソ プ ロ ピ ル ア ル コ ー ル 対 象 外
5 エ チ レ ン 対 象 外
6 塩 化 ス ル ホ ン 酸 対 象 外
7 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー 7 7
8 塩 酸 対 象 外
9 塩 素 対 象 外
1 0 カ ド ミ ウ ム 及 び そ の 化 合 物 6 0
1 1 キ シ レ ン 6 3
1 2 ク ロ ム 及 び 三 価 ク ロ ム 化 合 物 6 8
1 3 六 価 ク ロ ム 化 合 物 6 9
1 4 ク ロ ル ピ ク リ ン 2 1 4
1 5 ク ロ ロ ホ ル ム 9 5
1 6 酢 酸 エ チ ル 対 象 外
1 7 酢 酸 ブ チ ル 対 象 外
1 8 酢 酸 メ チ ル 対 象 外
1 9 酸 化 エ チ レ ン 4 2
2 0 シ ア ン 化 合 物 （ 錯 塩 及 び シ ア ン 酸 塩 を 除 く 無 機 シ ア ン 化 合 物 ） 1 0 8
2 1 四 塩 化 炭 素 1 1 2
2 2 １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ タ ン 1 1 6
2 3 １ ， １ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1 1 7
2 4 シ ス － １ ， ２ － ジ ク ロ ロ エ チ レ ン 1 1 8
2 5 １ ， ３ － ジ ク ロ ロ プ ロ ペ ン 1 3 7
2 6 ジ ク ロ ロ メ タ ン 1 4 5
2 7 シ マ ジ ン 9 0
2 8 臭 素 化 合 物 （ 臭 化 メ チ ル に 限 る ） 2 8 8
2 9 硝 酸 対 象 外
3 0 水 銀 及 び そ の 化 合 物 1 7 5
3 1 ス チ レ ン 1 7 7
3 2 セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 1 7 8
3 3 チ ウ ラ ム 2 0 4
3 4 チ オ ベ ン カ ル ブ 1 1 0
3 5 テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 0 0
3 6 １ ， １ ， １ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 2 0 9
3 7 １ ， １ ， ２ － ト リ ク ロ ロ エ タ ン 2 1 0
3 8 ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン 2 1 1
3 9 ト ル エ ン 2 2 7
4 0 鉛 及 び そ の 化 合 物 2 3 0
4 1 ニ ッ ケ ル 2 3 1
4 2 ニ ッ ケ ル 化 合 物 2 3 2
4 3 二 硫 化 炭 素 2 4 1
4 4 砒 素 及 び そ の 無 機 化 合 物 2 5 2
4 5 Ｐ Ｃ Ｂ 3 0 6
4 6 ピ リ ジ ン 2 5 9
4 7 フ ェ ノ ー ル 2 6 6
4 8 ふ っ 化 水 素 及 び そ の 水 溶 性 塩 2 8 3
4 9 ヘ キ サ ン 対 象 外
5 0 ベ ン ゼ ン 2 9 9
5 1 ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 3 1 0
5 2 マ ン ガ ン 及 び そ の 化 合 物 3 1 1
5 3 メ タ ノ ー ル 対 象 外
5 4 メ チ ル イ ソ ブ チ ル ケ ト ン 対 象 外
5 5 メ チ ル エ チ ル ケ ト ン 対 象 外
5 6 有 機 燐 化 合 物 （ Ｅ Ｐ Ｎ に 限 る 。 ） 3 7
5 7 硫 酸 対 象 外
5 8 ほ う 素 及 び そ の 化 合 物 3 0 4

適 正 管 理 化 学 物 質  

 



 １１３ 

(2) 工 場 認 可  

    環境確保条例における工場とは、定格出力の合計が２．２キロワット以上の原動機
を使用する物品の製造、加工または作業を常時行う工場、定格出力の合計が０．７５

キロワット以上２．２キロワット未満の原動機を使用する裁縫、印刷、金属の打ち抜

き等を常時行う工場および塗料の吹き付け、金属の鍛造、インクまたは絵の具の製

造、紙またはパルプの製造、写真の現像等を常時行う事業所をいいます。 
    これらの工場を設置・変更する場合、条例では設置者にあらかじめ区長の認可を受

けるよう義務付けています。これらの認可制度は、工場が大気汚染、水質汚濁、騒

音、振動、地盤沈下、悪臭などの公害発生源になりやすいため、事前に審査 ･指導を

行い、公害を未然に防止することを目的とするものです。 
    また、工場設置者に対して、規制基準、燃料規制、設備構造基準の遵守義務や、位

置の制限などを課し、違反に対する改善命令、操業停止命令等を定めています。 
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認可工場業種別分類（平成19年 3 月31日現在） 
区

分  業種 

工 場

数 区 分 業種 

工 場

数 

職別工事業  1 飲食料品卸売業  1

食 料品製造業  90

建築材料 ， 鉱物 ・ 金属材料

等卸売業  2

飲 料 ・ た ば こ ・ 飼料製造業  1 飲食料品小売業  1

繊 維工業  8 自動車 ・ 自転車小売業  1

衣 服 ・ そ の他の繊維製品製造

業  9

卸

売

・
小

売

業 

その他の小売業  1

木 材 ・ 木製品製造業  15

医 療 ，

福 祉 医療業  2

家 具 ・ 装備品製造業  14 専門サー ビ ス業  1

パ ル プ ・ 紙 ・ 紙加工品製造業  13 学術 ・ 開発研究機関  1

印 刷 ・ 同関連業  56 洗濯 ・ 理容 ・ 美容 ・ 浴場業  16

化 学工業  3

その他の生活関連サー ビ ス

業  3

プ ラ ス チ ッ ク 製品製造業  17 廃棄物処理業  5

ゴ ム製品製造業  1 自動車整備業  191

窯 業 ・ 土石製品製造業  8 機械等修理業  5

鉄 鋼業  1

サ

ー

ビ

ス
業 

その他のサー ビ ス業  1

非 鉄金属製造業  8 公 務 国家公務  1

金 属製品製造業  29 合計 624

一 般機械器具製造業  31   

電 気機械器具製造業  10    

情 報通信機械器具製造業  5    

電 子部品 ・ デ バ イ ス 製造業  2    

輸 送用機械器具製造業  10    

精 密機械器具製造業  41    

そ の他の製造業  16    

映 像 ・ 音声 ・ 文字情報制作業  1    

製
造
業 

鉄道業  2    

 

 

(3) 指 定 作 業 場 

環境確保条例では、工場以外の事業場で公害の発生のおそれのある自動車駐車場

( 収容台数 20 台以上 ) 、ガソリンスタンド、洗濯施設やボイラーを有する事業場な
ど 32 種類を指定作業場と定め、工場に準じた規制を行っています。 

    条例では、これらの事業場を設置または変更する場合には、工事開始の 30 日前ま
でに届出を義務付け、公害の未然防止を行っています。 
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 指定作業場業種別分類 ( 平成19年 3 月31日現在 )  
種類 件数 種類 件数

ウ ェ ス ト ・ ス ク ラ ッ プ処理場   6 焼却炉   2

ガ ス タ ー ビ ン ･ ガ ス機関 ･ ガ ソ リ ン機関   1 青写真の作成の用に供す る施設   1

ガ ソ リ ン ス タ ン ド   70 洗濯施設 を有す る事業場 145

ボ イ ラ ー を有す る事業場  87 畜舎   1

めん類製造場  21 天然ガ ス ス タ ン ド    1

レ デ ィ ミ ク ス ト コ ン ク リ ー ト 製造場   1 豆腐又は煮豆製造場  73

液化石油ガ ス ス タ ン ド    1 廃棄物の積み替え場所又は保管場所  11

材料置場  33 病院   5

試験研究機関   7 揚水施設   5

自動車洗車場  20 合計 1038

自動車駐車場 547   

※一つの事業場で複数の該当施設を有 し て い る場合は 、 主た る種類欄に計上 し ま し た 

 

(4) 特 定 施 設  

騒音規制法および振動規制法では、工場または事業場に設置される施設のうち、著

しい騒音または振動を発生する施設で政令で定めるものを特定施設とし、工事開始の

30 日前までに届け出るよう義務付けています。 
 

    騒音規制法による特定施設種類分類 ( 平成19年 3 月31日現在 )  
種類 事 業 所 数 施 設 数 

圧延機械   2    7  

せん断機   2    2  

機械 プ レ ス   17    43  
金 属 加 工 機 械 

切断機   1    1  

空気圧縮機及び送風機  135   713  

コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト    1    1  

穀物用製粉機   1    12  

帯の こ 盤   2    3  
木 材 加 工 機 械 

かん な盤   3    4  

印刷機械   46   165  

合成樹脂用射出成型機   8    43  

合計  218   994  

      ※事業所数は、複数種別の施設がある場合に、種別ごとに計上した  

       延べ数である。  

    振動規制法による特定施設種類分類 ( 平成19年３月31日現在 )  
種類 事 業 所 数 施 設 数 

液圧 プ レ ス   2    6  

せん断機   1    3  

機械 プ レ ス   21    97  
金 属 加 工 機 械 

圧縮機及び送風機   35    132  

印刷機械 (2.2kw 以上 )    29   102  

合成樹脂用射出成型機   7    38  

       合計   95    378  

      ※事業所数は、複数種別の施設がある場合に、種別ごとに計上した 
       延べ数である。 
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(5) 特 定 建 設 作 業  

騒音規制法および振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒

音または振動を発生する作業として杭打ち機、さく岩機、空気圧縮機などを使用する

作業を特定建設作業と定め、作業開始の 7日前までに届け出るよう義務付けていま
す。 

 
   特定建設実施届出件数（作業別合計）（平成18年度） 

騒音規制法対象作業別  計 振動規制法対象作業別  計

く い打 ち ・ く い抜 き 機等使用作業  12 く い打 ち機使用作業  14

び ょ う 打 ち機使用作業  0 さ く 岩機使用作業  113

さ く 岩機使用作業  235 鋼球使用作業  0

掘削作業 ( バ ッ ク ホー等 ）    49 舗装版破砕機使用作業  2

空気圧縮機使用作業  23     計 129 

コ ン ク リ ー ト プ ラ ン ト 使用作業  0   

       計 319   

 
   特定建設実施届出件数（工事別合計）（平成18年度） 

工事別 

騒音規制法 

対象工事  計

振動規制法 

対象工事  計

道路 ・ 河川   9    8  

上下水道   7    6  

電気 ・ ガ ス   0    1  

公共建物   17    11 

民間建物   183    96 

鉄道工事   1    0  

  計  217   122  

 


